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安城市生涯学習推進計画（生涯学習・スポーツ）策定業務 

に係る公募型プロポーザル方式実施要領 

 

 

１ 趣旨 

  本業務は、安城市生涯学習推進計画（生涯学習・スポーツ）策定にあたり、安城

市民の生涯学習及びスポーツ振興の総合的かつ効果的な推進のための計画を策定す

ることができる、高度な専門知識と高等な技術及び豊富な創造性を有する質の高い

事業者を審査し選定する。 

２ 業務概要 

（１）業務名 

安城市生涯学習推進計画（生涯学習・スポーツ）策定業務委託 

（２）業務場所 

安城市内及び受注者所在地 

（３）業務内容 

   別紙「安城市生涯学習推進計画（生涯学習・スポーツ）策定業務仕様書」のと

おり 

（４）履行期間 

契約締結日の翌日から令和８年３月３１日まで 

（５）提案上限額（消費税及び、地方消費税を含む） 

総額       金１１，０００，０００円 

うち令和６年度分 金５，５００，０００円 

うち令和７年度分 金５，５００，０００円 

３ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たす者とする。 

（１） 公告の日において安城市競争入札参加資格者名簿(委託)に掲載されている事

業者であること。 

（２） 過去１０年間(当該年度含まず)において、市町村の発注する生涯学習推進計

画策定又はスポーツ推進計画策定に関する業務の実績を有すること。 

（３）公告日から契約締結日までに、安城市から入札参加停止措置を受けていないこ

と。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は
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民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れていないこと。また、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開

始の申立てがなされていないこと。法人税、消費税、法人事業税及び法人住民税

を滞納していないこと。 

（６） 公告の日から契約締結日までの間において、「安城市が行う事務及び事業か

らの暴力団排除に関する合意書」（平成２４年３月３０日付安城市長・愛知県安

城警察署長締結）に基づく排除措置を受けていないこと。 

 

４ 日程 

  日程は次のとおりとする。ただし、都合により変更する場合がある。 

日程 項目 

令和６年６月 ４日（火） 
公告 

質問書・参加表明書の受付開始 

令和６年６月１３日（木）午後５時 質問書の提出期限 

令和６年６月２１日（金）午後５時 参加表明書の提出期限 

令和６年７月１０日（水）午後５時 企画提案書の提出期限 

令和６年７月１８日（木） 企画提案審査 

令和６年７月２３日（火） 企画提案審査（予備日） 

令和６年７月２６日（金） 結果通知・結果公表予定 

令和６年８月上旬 契約締結 

 

５ 参加手続 

（１）質問 

  ア 提出方法 

    質問書（様式第６）を「１２ 連絡先」に記載の電子メールアドレス宛に提

出すること。電子メールの件名は、「【質問者名】安城市生涯学習推進計画

（生涯学習・スポーツ）策定業務委託質問書」とし、電子メール送信後は、必

ず電話で到達確認を行うこと。 

  イ 提出期限 

    令和６年６月１３日（木）午後５時必着 

  ウ 質問に対する回答 

    質問者の名称等を伏せた上で、随時、回答を安城市ホームページ（本実施要

領が記載されているページ）にて公表する。 
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  エ 電話・ＦＡＸによる質問、本実施要領及び仕様書の内容以外の質問は受け付

けない。 

（２）参加表明 

  ア 提出書類 

 以下の書類を各１部提出すること。 

  様式については安城市ホームページ（本実施要領が記載されているページ）から

ダウンロードすること。 

  イ 提出期限 

    令和６年６月２１日（金）午後５時必着 

  ウ 提出先 

    〒４４６－００４１ 安城市桜町１７番１１号 

    安城市教育委員会生涯学習課生涯学習係 

    へきしんギャラクシープラザ（安城市文化センター） 

  エ 提出方法 

    持参（月曜日を除く午前９時から午後５時までの間に限る。）又は郵送（簡

易書留又は一般書留に限る。）なお、郵送した場合は「１２ 連絡先」へ電話

連絡を入れること。郵便事故の責任は負わない。なお、提出時の企画内容説明

は受け付けない。 

  オ 参加資格の確認 

    参加資格の確認の結果、失格者がいる場合は、令和６年６月２７日（木）を

めどに、その旨を当該失格者の参加申込書に記載された連絡先電子メールアド

レス宛に通知する。 

 名称 様式 備考 

１ 参加表明書 様式第１  

２ 会社概要 様式第２  

３ 
類似業務 

実績一覧 
様式第３ 

市町村の発注する生涯学習推進計画又はスポーツ

推進計画策定に関する業務の実績を過去１０年分

記載。 

４ 
業務実施 

体制図 
様式第４ 

本業務を受託した場合の業務実施体制図（指揮命

令系統）を提示すること。なお、様式第５に掲げ

る業務従事者の氏名は必ず記載すること。 

５ 
業務従事者 

一覧 
様式第５  
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（３）企画提案 

  ア 提出書類 

    以下の書類を提出すること。なお、書類の様式は任意とする。 

 イ 提出期限 

    令和６年７月１０日（水）午後５時必着 

  ウ 提出先・提出方法 

    （２）参加表明の提出と同様とする。 

 名称 備考 

１ 企画提案書 

・別紙「業者を選定するための評価基準と評価点」に基

づき作成すること。 

・表題は「安城市生涯学習推進計画（生涯学習・スポー

ツ）策定業務委託企画提案書」とすること。 

・Ａ４判長辺綴じ３０ページ以内（表紙及び目次は、ペ 

ージ数に含まない。）で、両面印刷にて作成するこ 

と。Ａ３判の用紙を使用する場合は、１面を２ページ 

とカウントし、片面印刷とすること。 

・文字サイズは、１２ポイント以上とすること。ただ

し、注記については９ポイント以上とする。 

・専門用語をできるだけ避け、理解できる内容とするこ

と。やむを得ず専門用語や略語を使用する場合は、説

明書きを付すこと。また、写真、挿絵等を有効に使

い、視覚的に分かりやすい構成とすること。 

・ページ番号を付記すること。位置は問わない。 

・正本を１部と副本を１１部提出すること。正本は製本

し、副本は取外しが可能なファイルに綴じること。 

・作業スケジュールを記載すること。 

２ 見積書 

・消費税及び地方消費税は含めないこと。 

・見積金額に消費税を含めた金額が、提案上限額を超え

ないこと。 

３ 見積内訳書 

・見積金額の年度毎の内訳が分かるものとすること。 

・項目別に概要、税抜金額、税額、税込金額が分かるよ

うにすること。 
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（５）提出書類の取扱い 

  ア 企画提案に関する書類の追加、変更、差替え又は再提出は認めない。ただし、

誤字脱字等軽微な修正は、発注者に事前連絡し、承諾を得た場合は修正できる。 

イ 提出書類の返却はしないものとする。 

ウ 提出書類は、本プロポーザルによる受注者選定にのみ使用するが、安城市情

報公開条例（平成１２年１２月２１日安城市条例第４９号）に基づき、公文書

の開示請求がされた場合は、一部又は全部について公開する場合がある。 

（６）提出書類の無効 

次のいずれか一つでも該当する場合は、原則として提出書類を無効とし、審査

対象としないものとする。 

ア 提出書類が提出期限、提出場所又は提出方法に適合しない場合 

イ 提出書類に記載すべき事項が記載されていない、記載すべき事項以外の内容

が記載されている等の不備がある場合 

ウ 見積金額が本業務の各年度の上限額を超えている場合 

エ 提案書に虚偽の記載をした場合 

この場合は、安城市工事請負契約等に係る入札参加資格（一般・指名）停

止要綱（平成７年４月１日施行）に規定する入札参加資格停止措置を行うこと

がある。 

オ 複数の提案書を提出した場合 

カ 審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合 

  キ 企画提案審査に参加しなかった場合（ただし、企画提案審査を都合により実

施しなかった場合を除く。） 

  ク 内容の問い合わせ等に応じなかった場合 

  ケ 本プロポーザルの公告後、選定委員に働きかけがあったと認められた場合 

  コ その他選定委員会において不適当と認められた場合 

６ 選定委員会の設置 

安城市プロポーザル方式試行要領第７条に基づき、生涯学習部長を委員長とす

る選定委員会（以下、「委員会」という。）を設置し、審査を行う。 

７ 企画提案審査 

（１）提案説明（プレゼンテーション） 

ア 説明   委員会にて、事前に提出された提案書を基に参加者が説明する。 

イ 時間   準備１０分、説明３０分、質疑応答１５分、片付け５分とする。 

ウ 出席者  ３名以内とし、本業務の業務従事者を主な説明者とする。 

エ 機材   プロジェクター及びスクリーンについては、発注者が用意する。 
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（２）実施日時  令和６年７月１８日（木）（予備日 ７月２３日（火）） 

午前９時から午後５時のうち該当者に別途通知する時間。 

（３）場所    へきしんギャラクシープラザ（安城市文化センター） 

（４）評価基準  別紙のとおり 

（５）その他 

  ア 発注者は、企画提案審査の内容を録音することができる。 

  イ 参加表明書の提出後、企画提案審査を辞退する場合は、令和６年７月１０日

（水）午後５時までに、辞退届（様式第８）を提出すること。なお、提案を

辞退した場合でも、他の案件での入札に一切影響はないものとする。 

８ 優先交渉権者の決定 

別紙「選定委員会における候補者の選定方法」により選定された候補者を優先

交渉権者として決定する。優先交渉権者との交渉が整わない場合又は優先交渉権

者がその資格を喪失した場合は、次順位の者と交渉する。 

９ 選定結果 

（１） 通知予定日 令和６年７月２６日（金） 

（２） 通知方法  参加者に文書で個別に通知する。また、市公式ウェブサイト    

にて公表する。 

１０ 契約 

発注者は、優先交渉権者を契約候補者として特定し、企画提案に基づき、業務

の履行に必要な具体の履行条件など協議と調整を行い、契約を締結する。ただ

し、仕様書等の詳細については、受注者と別途協議の上、決定するが、解釈に疑

義が生じた場合は、発注者の解釈によるものとする。 

  なお、優先交渉権者との交渉が整わない場合又は優先交渉権者がその資格を喪失

した場合は、次点の者と協議を行う。 

１１ その他留意事項 

（１）本プロポーザルに係る説明会は行わない。 

（２）本プロポーザルに係る提出書類の作成及び提出、プレゼンテーション等の費用

は、全て参加者の負担とする。 

（３）決定した業者の企画提案書に係る著作権は、安城市に帰属する。 

（４）企画提案の実現可能性を検討するため、必要に応じて任意で追加資料を求める

ことがある。 

（５）選定の経緯については、公表しない。 

（６）選定結果に対する異議申立ては、受け付けない。 

（７）優先交渉権者は、企画提案書の電子データをＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒで提出す
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ること。「１０ 契約」で次点者と協議を行った場合には、次点者も企画提案

書の電子データを同様に提出すること。 

（８）提出された書類及び電子データは返却しない。 

（９）提出された書類及び電子データは、参加者に無断で他の用途に使用しない。 

（１０）提出された書類及び電子データは、必要な範囲において複製を作成すること

がある。 

（１１）本業務実施において、選定された優秀提案者の企画提案に拘束されない。 

（１２）本プロポーザルにおいて用いる言語は日本語、通貨は日本通貨、計量単位は

計量法（平成４年法律第５１号）によるものとする。 

 

１２ 連絡先 

  安城市教育委員会生涯学習部生涯学習課生涯学習係 

  （受付時間 午前９時～午後５時（休館日を除く）） 

  〒４４６－００４１ 愛知県安城市桜町１７番１１号  

へきしんギャラクシープラザ（安城市文化センター） 

   電   話  ０５６６－７６－１５１５ 

   Ｆ Ａ Ｘ  ０５６６－７７－６０６５ 

   電子メール  shogaku@city.anjo.lg.jp 

 



業者を選定するための評価基準と評価点

区分 項目 評価基準 指標 配点

業務執行技術力
当該業務を遂行するために
必要な知識・経験があるか

同種・類似業務の実
績、資格及び専門分
野の適切性等

10

実施体制
適切な業務を提供できる実
施体制・内部の意思疎通、
連絡体制は妥当か

担当者数、担当者の
配置、構成等

10

業務を遂行するのに当た
り、全体として無理のない
スケジュールで、妥当なも
のとなっているか。

実施フロー、工程表
等の的確性

5

会議等を効率良く運営でき
ることが期待できるか

会議の円滑性 5

安城市の特性、現状、課
題、周辺地域の特徴などを
把握しているか。

業務実施方針、提案
内容等の的確性

5

生涯学習推進計画・スポー
ツ推進計画の法的根拠や計
画の特徴、社会的背景な
ど、基礎的な知識がある
か。

業務実施方針、提案
内容等の的確性

5

会議運営、意見交換会、パ
ブリックコメント実施への
支援の中に積極的な市民協
働の手法を提案し、これま
での諸計画にとらわれない
企画力と実効性、独創性の
ある計画づくりを策定する
提案か。

業務実施方針、提案
内容等の的確性

20

説得力

企画提案書の内容を補完し
て、わかりやすい優秀な説
明力、説得力を有している
か。

説得力、論理性 5

知識
質問に対する回答が的確、
迅速、明快で、豊富な知識
力を有しているか。

知識、見識の深さ 5

取組み姿勢

積極的に取り組む意欲が見
られ、市との意思疎通が適
切に図られ、柔軟な対応が
可能か。

業務への意欲、積極
性

10

価格 価格評価 20

100

業務の理解度

業務実績・業務体制等

ヒアリング・プレゼン
テーション

最低見積価格／当該業者の見積価格×２０点

合計

計画策定スケジュー
ル

実施方針・提案内容等



Ⅰ　基本事項

Ⅱ　提案者が２者の場合

判定事例１（委員数が７人の場合）

Ａ Ｂ

選定委員① １位 ２位

選定委員② １位 ２位

選定委員③ １位 ２位

選定委員④ １位 ２位

選定委員⑤ １位 ２位

選定委員⑥ ２位 １位

選定委員⑦ ２位 １位

第１位と評価した委員の数 5 2

判定事例２（委員数が７人の場合）

Ａ Ｂ

選定委員① １位 ２位

選定委員② １位 ２位

選定委員③ １位 ２位

選定委員④ １位 １位

選定委員⑤ ２位 １位

選定委員⑥ ２位 １位

選定委員⑦ ２位 １位

第１位と評価した委員の数 4 4

第２位と評価した委員の数 3 3

総合計点 700 690

【別紙】

選定委員会における候補者の選定方法

（１）委員ごとに、評価基準に示す項目ごとに採点する。
（２）各委員の合計点を集計した点数（総合計点）が、満点の６割に満たない者は選外とする。ただし、す
べての者が、総合計点が満点の６割未満のため選外となった場合は、委員の協議により候補者を選定する。

（１）各委員ごとに合計点の高い者から順位を付け、第１位と採点した委員を多く獲得した者を候補者、２
番目に多く獲得した者を次点者とする。（判定事例１）
（２）第１位と採点した委員が同数である場合は、各委員の合計点を集計した点数（総合計点）がより高い
者を候補者、他方を次点者とする。（判定事例２）
　総合計点も同点の場合は、今回の見積価格がより低い者を候補者とし、次に低い者を次点者とする。

第１位と採点した委員を多く（5人）獲得し
た〔Ａ〕を候補者、〔Ｂ〕を次点者とする。

第１位と採点した委員が同数であった場合は、
総合計点が高い〔Ａ〕を候補者、〔Ｂ〕を次
点者とする。

１位の数及び総合計点も同点であった場合

そのうち、見積価格がより低い者を候補者と
し、次に低い者を次点者とする。

1位の数が同数であった場合
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Ⅱ　提案者が３者以上の場合

判定事例１（委員数が７人の場合）

Ａ Ｂ Ｃ

選定委員① １位 ２位 ３位

選定委員② １位 ２位 ３位

選定委員③ １位 ２位 ３位

選定委員④ ３位 ２位 １位

選定委員⑤ ２位 １位 ３位

選定委員⑥ ３位 １位 ２位

選定委員⑦ ２位 １位 ３位

第１位と評価した委員の数 3 3 1

第２位と評価した委員の数 2 4

判定事例２（委員数が７人の場合）

Ａ Ｂ Ｃ

選定委員① １位 ２位 ３位

選定委員② １位 ２位 ３位

選定委員③ １位 ３位 ２位

選定委員④ ３位 ２位 １位

選定委員⑤ ２位 １位 ３位

選定委員⑥ ２位 １位 ３位

選定委員⑦ ２位 １位 ３位

第１位と評価した委員の数 3 3 1

第２位と評価した委員の数 3 3

総合計点 900 890

（１）委員ごとに合計点の高い者から順位を付け、第１位と採点した委員を最も多く獲得した者を候補者、
２番目に多く獲得した者を次点者とする。ただし、すべての委員が第１位とした者があった場合は、その者
を候補者、第２位を最も多く獲得した者を次点者とする。
（２）第１位と採点した委員が同数である場合は、そのもののうち第２位をより多く獲得したものを候補者
とする。（判定事例１）
　ただし、第１位の数及び第２位の数が同数であった場合は各委員の合計点を集計した点数（総合計点）が
より高いものを候補者とする。（判定事例２）
 (３) 第１位及び第２位と順位付けしたものがない場合は、総合計点の高い者を上位として順位付けする。
（４）総合計点も同点の場合は、見積価格がより低い者を候補者とし、次に低い者を次点者とする。

総合計点が最も高い者〔Ａ〕を候補
者、次に高い者〔Ｂ〕を次点者とす
る。

第１位と採点した委員を最も多く

（３人）獲得した者が複数ある場合

は、そのうち第２位と採点した委員

をより多く獲得した〔Ｂ〕を候補者、

〔Ａ〕を次点者とする。

そのうち、見積価格が最も低い
者を候補者とし、次に低い者を
次点者とする。

１位及び２位の数も同数で、
総合計点も同点であった場合

1位および２位の数も同数であった場合

１位の数が同数であった場合
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